
次世代住宅ポイント制度 検 索

次世代住宅
ポイント制度

2019年10月から消費税が10％に引上げられました。「次世代住宅ポイント制度」は、消費税10％引上げ後に一定
の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担軽減に役立つ住宅の新築やリフォームに対して
様々な商品等と交換が可能なポイントが発行される制度です。ここでは、今からでも間に合う「リフォーム」に
ついて特集します！

● ポイントがもらえる対象期間

● ポイントの対象となるリフォーム工事 ※次の❶～❾のいずれかに該当すること

【 請負契約・着工 】

２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日

❶開口部（窓・ドア）の断熱改修
❷外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
❸エコ住宅設備の設置
❹耐震改修
❺バリアフリー改修
❻家事負担軽減に資する設備の設置

❼リフォーム瑕疵担保への加入
❽インスペクションの実施
❾若者・子育て世帯が既存住宅を
　購入して行う一定規模以上の
　リフォーム工事等
※若者世帯とは、2018 年 12 月 21 日（閣議決定日）時点で 40 歳未満の世帯。
※子育て世帯とは、2018 年 12 月 21 日（閣議決定日）時点で 18 歳未満の子
　を有する世帯、又は申請時点で 18 歳未満の子を有する世帯。

※「安心Ｒ住宅」とは、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、既存住宅の流通を促進するため、平成 29 年12 月 1日
　に施行された特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程（平成 29 年国土交通省告示第 1013 号）に基づき、「安心Ｒ住宅」の標章の使用を希望する事業者団体を国土交通大臣
　が登録し、耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業
　者団体が標章を付与するしくみです。

【 お引渡し 】

２０１９年１０月１日以降かつ

● 一戸あたりの発行ポイントの上限

■既存住宅を購入し
　　　　　　リフォームを行う場合

600,000 ポイント /戸
■上記以外のリフォームを行う場合
　※自ら居住する住宅に限る

450,000 ポイント /戸

【若者・子育て世帯】
■安心Ｒ住宅を購入し
　　　　リフォームを行う場合

450,000 ポイント /戸
■上記以外のリフォームを行う場合
　※自ら居住する住宅以外も含む

300,000 ポイント /戸

【一般の世帯】

● 対象となるリフォーム工事と発行ポイント

● リフォームパターン例 合計が20,000ポイント以上になるよう組合わせ、暮らしをもっと快適に！


